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女
性
の
継
続
就
業
の
現
状

　

日
本
で
は
、
一
九
八
六
年
施
行
の
男
女
雇

用
機
会
均
等
法
や
一
九
九
二
年
施
行
の
育
児

休
業
法
、
二
〇
〇
五
年
施
行
の
次
世
代
育
成

支
援
対
策
推
進
法
な
ど
の
政
策
を
通
じ
て
、

女
性
の
継
続
就
業
を
後
押
し
し
て
き
た
。
し

か
し
、依
然
と
し
て
、多
く
の
女
性
が
出
産
・

育
児
期
に
退
職
し
て
い
る
。
特
に
第
一
子
妊

娠
・
出
産
期
は
退
職
率
が
高
く
、
出
産
前
後

の
就
業
継
続
率
は
一
九
八
〇
年
代
後
半
以
降
、

ほ
と
ん
ど
変
化
し
て
い
な
い
（
図
１
）。
そ

の
要
因
と
し
て
、
女
性
の
職
域
拡
大
の
マ
イ

ナ
ス
面
と
し
て
の
長
時
間
労
働
や
深
夜
業
な

ど
、
出
産
・
育
児
期
の
就
業
を

難
し
く
す
る
働
き
方
が
拡
大
し

た
こ
と
、
若
年
層
の
非
正
規
雇

用
拡
大
に
よ
っ
て
育
児
休
業
制

度
が
適
用
さ
れ
な
い
女
性
が
増

え
た
こ
と
、
伝
統
的
な
支
援
で

あ
る
親
族
援
助
の
効
果
が
低
下

し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

非
正
規
雇
用
と
出
産
退
職

　

勤
務
先
に
育
児
休
業
制
度
が

あ
る
女
性
で
あ
っ
て
も
、
非
正

規
雇
用
の
退
職
率
は
正
規
雇
用

よ
り
も
高
い
。
就
業
継
続
率
を

高
め
る
た
め
に
は
、
正
規
雇
用

と
同
じ
く
非
正
規
雇
用
に
お
い

て
も
育
児
休
業
取
得
を
推
進
す

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
非
正
規
雇
用
で
は

育
児
休
業
の
み
な
ら
ず
産
前
産
後
休
業
の
制

度
す
ら
な
い
企
業
の
割
合
が
依
然
と
し
て
高

い
。
産
休
制
度
の
適
用
拡
大
も
非
正
規
雇
用

の
就
業
継
続
に
と
っ
て
特
に
重
要
な
課
題
と

な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
初
職
は
正
規
雇
用
で
あ
り
な
が
ら
、

そ
の
後
、
非
正
規
雇
用
に
移
行
す
る
女
性
も

少
な
く
な
い
。
日
本
の
大
企
業
は
新
卒
採
用

中
心
で
あ
り
、
中
途
で
の
正
規
雇
用
採
用
は

中
小
企
業
の
方
が
多
い
。
中
小
企
業
は
育
児

休
業
制
度
導
入
率
が
低
く
、
育
児
休
業
制
度

の
あ
る
勤
務
先
へ
の
転
職
は
難
し
い
。
そ
の

　

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
（
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
）
は
一
一
月
一
日
、
韓
国
済
州
島
に
お
い
て
、

韓
国
労
働
研
究
院
（
Ｋ
Ｌ
Ｉ
）、
中
国
労
働
保
障
科
学
研
究
院
（
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｓ
Ｓ
）
と
共
催
で
北

東
ア
ジ
ア
労
働
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催
し
た
。
本
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
日
中
韓
の
労
働
政
策
研
究

機
関
が
各
国
に
共
通
す
る
課
題
を
テ
ー
マ
に
毎
年
持
ち
回
り
で
開
催
し
て
い
る
。
第
一
一
回

目
の
今
回
は
、
韓
国
側
が
ホ
ス
ト
を
務
め
、「
女
性
雇
用
の
現
状
と
政
策
課
題
」
を
テ
ー
マ
に
、

各
研
究
機
関
か
ら
二
人
の
研
究
員
が
そ
れ
ぞ
れ
報
告
を
行
っ
た
。
女
性
雇
用
を
め
ぐ
る
各
国

の
状
況
を
比
較
検
討
す
る
と
と
も
に
、
女
性
の
就
業
促
進
、
仕
事
と
家
庭
の
両
立
支
援
に
向

け
た
対
策
に
つ
い
て
議
論
し
た
。
各
報
告
の
概
要
を
紹
介
す
る
。

<Focus>

女性雇用の現状と政策課題
―第１１回北東アジア労働フォーラム

国際研究部

日本報告①

日
本
に
お
け
る
両
立
支
援
の
取
り
組
み
と 

女
性
の
継
続
就
業

　

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
副
主
任
研
究
員　

池
田　

心
豪

図１ 第1子出産前後の就業継続率
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資料出所：第14回出生動向基本調査（国立社会保障・人口問題研究所　2010年）



Business Labor Trend 2014.1

39

海外労働事情

た
め
、
家
庭
生
活
へ
の
影
響
が
大
き
い
正
規

雇
用
で
の
転
職
を
避
け
、
非
正
規
雇
用
を
選

択
す
る
女
性
も
多
い
。
こ
う
し
た
女
性
が
、

就
業
継
続
の
見
通
し
を
も
っ
て
正
規
雇
用
に

転
職
で
き
る
環
境
を
つ
く
る
こ
と
が
課
題
と

な
っ
て
い
る
。

小
規
模
企
業
に
お
け
る 

就
業
継
続
の
課
題

　

企
業
規
模
一
〇
〇
人
以
上
の
正
規
雇
用
で

は
、
両
立
支
援
の
柱
で
あ
る
育
児
休
業
の
取

得
割
合
が
上
昇
し
、
出
産
退
職
率
が
低
下
し

て
い
る
。
し
か
し
、
一
〇
〇
人
未
満
の
企
業

規
模
で
は
正
規
雇
用
で
あ
っ
て
も
出
産
退
職

率
の
低
下
傾
向
が
み
ら
れ
な
い
（
図
２
）。

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
に
も
と
づ
く

育
児
支
援
の
行
動
計
画
策
定
義
務
は
、
一
〇

〇
人
未
満
の
企
業
規
模
で
は
努
力
義
務
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
。
一
〇
〇
人
未
満
の
小
規
模

企
業
に
お
け
る
育
児
休
業
制
度
の
普
及
と
取

得
を
推
進
す
る
こ
と
が
依
然
と
し
て
課
題
と

な
っ
て
い
る
。

　

集
団
的
な
人
事
労
務
管
理
が
基
礎
に
あ
る

大
企
業
に
お
い
て
は
、
両
立
支
援
の
取
り
組

み
を
企
業
に
促
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
し

か
し
、
小
規
模
企
業
の
人
事
労
務
管
理
は
個

別
交
渉
で
企
業
へ
の
働
き
か
け
が
難
し
い
。

そ
の
代
わ
り
に
労
働
者
個
人
に
両
立
支
援
の

情
報
を
提
供
し
、
勤
務
先
と
の
交
渉
力
を
高

め
る
こ
と
に
よ
り
出
産
退
職
を
回
避
で
き
る

女
性
が
増
え
る
可
能

性
が
あ
る
。
近
年
は

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

は
じ
め
と
す
る
情
報

技
術
の
発
展
に
よ
っ

て
、
両
立
支
援
制
度

に
関
す
る
様
々
な
情

報
を
入
手
す
る
こ
と

が
技
術
的
に
容
易
に

な
り
つ
つ
あ
る
。
情

報
環
境
を
整
備
し
、

勤
務
先
と
の
交
渉
に

役
立
つ
情
報
を
小
規

模
企
業
の
労
働
者
に

提
供
す
る
こ
と
に
よ

り
、
出
産
・
育
児
期

の
就
業
継
続
が
拡
大

す
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
る
。

図２　第1子妊娠・出産期の退職率と育児休業取得割合
－第１子妊娠時企業規模・出産年代別－

（第1子妊娠時正規雇用）

資料出所：労働政策研究報告書 No. 150「出産・育児と就業継続―労働力の流動化と夜型社会
への対応を―」（労働政策研究・研修機構　2012年）
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特集「最近の労働法改正はその目的を達成したか？」1
【提言】
　労働政策の評価 諏訪　康雄

【論文】
　高年齢者雇用安定法―2004 年改正の意味するもの 森戸　英幸
　雇用確保措置の義務化によって高齢者の雇用は増えたのか
　　―高年齢者雇用安定法改正の政策評価 近藤　絢子
　雇用対策法 10条（年齢制限禁止規定）の意義と効果 柳澤　　武
　2007 年改正雇用対策法の政策評価―経済学的アプローチ
 佐々木　勝
 安井　健悟
　改正パートタイム労働法の政策分析―均等待遇原則を中心に
 阿部　未央
　改正パートタイム労働法はパートタイム労働者の処遇を改善したか？
 川口　大司
　労働者派遣法の政策効果について 神林　　龍
 水町勇一郎

【書評】
　小倉一哉著『「正社員」の研究』 脇坂　　明

　藤井敦史・原田晃樹・大高研道編著『闘う社会的企業

　　―コミュニティ・エンパワーメントの担い手』 桜井　政成

　和田肇・脇田滋・矢野昌浩編著『労働者派遣と法』 本庄　淳志

【論文Today】
　「高業績をもたらす人事管理はどのように分類されるか」 余合　　淳

【フィールド・アイ】
　 フランスにおける男女「平等」（egalite）の現在（パリより②）

 柴田洋二郎
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パ
ー
ト
の
量
的
な
拡
大
と
質
的
な
変
化

　

日
本
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
は
、非
農

林
業
雇
用
労
働
者
の
四
人
に
一
人
を
占
め
約

一
二
〇
〇
万
人
に
及
び
、
そ
の
約
七
割
は
女

性
で
あ
る
（
図
）。

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
が
わ
が
国
に
導
入
さ

れ
た
当
初
は
、
正
社
員
の
補
助
的
・
縁
辺
的

業
務
や
定
型
的
な
単
純
業
務
に
「
活
用
」
す

る
た
め
の
労
働
力
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

そ
れ
が
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
流
通
・
サ
ー

ビ
ス
業
等
に
お
け
る
量
的
な
拡
大
に
伴
い
、

企
業
の
人
事
戦
略
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で

き
な
い
「
戦
力
」
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
二
〇

〇
〇
年
代
初
め
か
ら
、
正
社
員
の
削
減
も

あ
っ
て
、
従
来
正
社
員
が
行
っ
て
い
た
業
務

を
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
が
代
替
す
る
「
基
幹

化
」
が
進
展
し
た
。

パ
ー
ト
で
働
く
理
由
・

雇
う
理
由

　

厚
生
労
働
省
の
二
〇
一
一
年
の

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
総
合
実
態

調
査
で
パ
ー
ト
と
し
て
働
く
理
由

（
複
数
回
答
）
を
み
る
と
、「
主
た

る
稼
ぎ
手
で
は
な
い
が
何
ら
か
の

家
計
の
足
し
に
す
る
た
め
」（
五

六
・
〇
％
）、「
生
き
が
い
・
社
会

参
加
の
た
め
」（
三
一
・
三
％
）、「
自

分
の
学
費
や
娯
楽
費
を
稼
ぐ
た

め
」（
二
七
・
七
％
）、「
家
計
の
主

た
る
稼
ぎ
手
と
し
て
、
生
活
を
維

持
す
る
た
め
」（
二
六
・
二
％
）、「
時

間
が
余
っ
て
い
る
た
め
」（
一
八
・

〇
％
）、「
こ
ど
も
に
手
が
か
か
ら

な
く
な
っ
た
た
め
」（
一
四
・
一
％
）

の
順
と
な
っ
て
い
る
。
景
気
低
迷

の
長
期
化
に
よ
り
、
パ
ー
ト
で
働

く
目
的
と
し
て
「
生
活
向
上
」「
家

計
補
助
」が
減
少
し
、「
生
活
維
持
」

を
目
的
と
す
る
パ
ー
ト
が
増
加
傾

向
に
あ
る
。

　

二
〇
〇
六
年
の
前
回
調
査
と
比
較
す
る
と
、

企
業
が
パ
ー
ト
を
雇
用
す
る
理
由
に
変
化
が

み
ら
れ
る
。
正
社
員
と
パ
ー
ト
の
両
方
を
雇

用
し
て
い
る
事
業
所
が
パ
ー
ト
を
雇
用
す
る

理
由
（
複
数
回
答
）
を
み
る
と
、「
人
件
費
が

割
安
な
た
め（
労
務
コ
ス
ト
の
効
率
化
）」（
四

八
・
六
％
）
が
ト
ッ
プ
で
あ
る
こ
と
に
変
わ

り
は
な
い
が
、
前
回
調
査
の
七
一
・
七
％
か

ら
二
〇
ポ
イ
ン
ト
以
上
低
下
し
た
。

パ
ー
ト
労
働
者
の
不
満

　

二
〇
一
一
年
の
同
調
査
に
よ
る
と
、
パ
ー

ト
で
働
く
人
の
う
ち
、「
不
満
・
不
安
が
あ
る
」

は
五
四
・
九
％
と
、
パ
ー
ト
労
働
法
改
正
前

の
前
回
調
査
（
二
〇
〇
六
年
）
の
六
三
・
九
％

に
比
べ
て
低
下
し
た
。
不
満
・
不
安
の
内
容

は
、「
賃
金
が
安
い
」
が
四
九
・
六
％
で
も
っ

と
も
高
い
。
ま
た
、
自
分
の
待
遇
に
つ
い
て
、

職
場
の
上
司
や
人
事
担
当
者
な
ど
に
説
明
を

求
め
た
こ
と
が
「
あ
る
」
は
二
〇
・
四
％
で

あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
「
説
明
が
あ
り
納
得
し

た
」
は
七
〇
・
六
％
、「
説
明
は
あ
っ
た
が
納

得
し
な
か
っ
た
」
が
二
一
・
四
％
、「
説
明
し

て
も
ら
え
な
か
っ
た
」
が
八
・
〇
％
で
あ
っ

た
。

　

同
じ
仕
事
を
行
っ
て
い
る
正
社
員
が
「
い

る
」
場
合
に
、
賃
金
以
外
の
処
遇
等
で
仕
事

が
同
じ
正
社
員
と
取
扱
い
が
異
な
り
納
得
で

き
な
い
と
考
え
て
い
る
も
の（
複
数
回
答
）で

は
、「
賞
与
」（
四
五
・
八
％
）、「
定
期
的
な
昇

給
」（
二
九
・
一
％
）、「
退
職
金
・
企
業
年
金
」

（
二
四
・
七
％
）
な
ど
の
割
合
が
高
か
っ
た
。

パ
ー
ト
労
働
法
改
正
の
影
響

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
（
一
九
九
三
年
制

定
）
は
二
〇
〇
七
年
に
抜
本
改
正
さ
れ
、
二

〇
〇
八
年
四
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
法
改
正

の
目
的
は
、
適
正
な
労
働
条
件
の
確
保
等
の

ほ
か
、
通
常
の
労
働
者
へ
の
転
換
推
進
、
通

常
の
労
働
者
と
の
均
衡
待
遇
の
確
保
等
を
図

る
こ
と
を
通
じ
て
福
祉
の
増
進
、
社
会
経
済

の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
の
短
時
間
労
働
者
実
態
調
査

（
二
〇
一
〇
年
）結
果
に
よ
る
と
、改
正
パ
ー

ト
労
働
法
の
施
行
に
伴
う
雇
用
管
理
等
の
見

直
し
に
つ
い
て
は
、
六
二
・
六
％
の
事
業
所

が
「
実
施
し
た
も
の
が
あ
っ
た
」
と
回
答
し

た
。
具
体
的
な
内
容
（
複
数
回
答
）
は
、「
労

働
条
件
通
知
書
等
で
、
特
定
事
項
（
賞
与
、

昇
給
、退
職
金
）を
明
示
す
る
よ
う
に
し
た
」

（
四
五
・
六
％
）、「
正
社
員
と
短
時
間
労
働

者
の
職
務
内
容
の
区
分
（
違
い
）
を
明
確
に

し
た
」（
一
四
・
一
％
）、「
短
時
間
労
働
者
も

福
利
厚
生
施
設
（
食
堂
、
休
憩
室
、
更
衣
室

等
）
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
し
た
」（
一
一
・

七
％
）、「
短
時
間
労
働
者
か
ら
正
社
員
へ
の

転
換
推
進
措
置
を
設
け
た
」（
一
一
・
四
％
）、

「
短
時
間
労
働
者
の
賃
金
等
処
遇
を
正
社
員

と
の
均
等
・
均
衡
や
、
意
欲
・
能
力
等
を
考

慮
し
改
善
し
た
」（
一
〇
・
九
％
）
の
順
に
多

か
っ
た
。

　

短
時
間
労
働
者
か
ら
正
社
員
へ
の
転
換
推

進
措
置
に
つ
い
て
は
、「
実
施
し
て
い
る
」
事

業
所
が
全
体
の
四
八
・
六
％
で
、「
実
施
し
て

い
な
い
」の
四
八
・
四
％
と
ほ
ぼ
同
数
で
あ
っ

た
。「
実
施
し
て
い
る
」
場
合
の
方
法
（
複

数
回
答
）
は
、「
正
社
員
を
募
集
す
る
場
合
、

そ
の
募
集
内
容
を
短
時
間
労
働
者
に
周
知
し

て
い
る
」（
五
一
・
〇
％
）、「
試
験
制
度
な
ど

正
社
員
転
換
制
度
を
導
入
し
て
い
る
」（
四

五
・
六
％
）、「
正
社
員
の
ポ
ス
ト
を
社
内
公

募
す
る
場
合
、
短
時
間
労
働
者
に
も
応
募
機

会
を
与
え
て
い
る
」（
三
八
・
五
％
）
の
順
に

多
か
っ
た
。

日本報告②

日
本
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働 

　
　
―
女
性
労
働
者
を
中
心
に
し
た
動
向

労
働
政
策
研
究･

研
修
機
構
調
査･

解
析
部
長　

荻
野　

登

図　雇用形態別雇用者数の推移

資料出所：2000年までは総務省「労働力調査（特別調査）」（2月調査）、2005年以降は総務省「労働力調査（詳細集計）」（年平均）
（注）1）実数の下の（　）は前年差、棒グラフの上の割合は、雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合（非正規

雇用労働者比率）である。
　　　2）2005年以降の実数及び割合は2010年国勢調査の確定人口に基づく推計人口（新基準）で遡及集計した数値を

用いている。
 2011年の実数及び割合は補完推計値であり、前年差は補完推計値を用いて計算した参考値。
　　　３）雇用形態の区分は、勤め先での「呼称」によるもの。
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女
性
就
業
率
の
変
化
の
推
移

　

女
性
の
就
業
率
は
一
九
九
八
年
の
四
四
・

四
％
か
ら
二
〇
〇
七
年
に
は
四
八
・
九
％
ま

で
上
昇
し
た
。
一
九
九
八
～
二
〇
一
二
年
の

間
に
男
性
就
業
者
が
二
二
・
九
％
増
加
す
る

一
方
、
女
性
就
業
者
は
二
八
・
六
％
増
加
し
、

一
〇
〇
〇
万
人
を
突
破
し
た
。

　

結
婚
ま
た
は
家
事
・
育
児
等
の
理
由
で
二

〇
歳
代
後
半
お
よ
び
三
〇
歳
代
女
性
の
相
当

数
が
労
働
市
場
を
離
脱
し
て
非
経
済
活
動
人

口
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、
キ
ャ
リ
ア
ブ
レ
ー

ク
や
人
的
資
源
遊
休
化
な
ど
の
問
題
が
発
生

し
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
象
は
年
齢
階
級
別

就
業
率
に
お
い
て
Ｍ
字
型
カ
ー
ブ
と
し
て
現

れ
、
韓
国
の
女
性
労
働
市
場
の
代
表
的
特
徴

の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
結
婚
後

も
就
業
す
る
女
性
が
増
加
し
、
Ｍ
字
型
カ
ー

ブ
は
、
次
第
に
高
原
型
に
変
わ
っ
て
き
て
い

る
。

　

年
齢
階
級
別
に
み
る
と
、
二
四
～
三
二
歳

と
三
九
～
五
三
歳
の
年
齢
層
の
女
性
の
就
業

率
が
顕
著
に
上
昇
し
、
女
性
全
体
の
就
業
率

の
上
昇
を
主
導
し
て
い
る
（
図
）。
子
ど
も

の
養
育
、
老
後
や
住
宅
準
備
の
た
め
の
追
加

所
得
の
必
要
性
や
配
偶
者
の
失
職
、
離
婚
・

別
居
に
よ
る
生
計
維
持
を
目
的
と
す
る
労
働

需
要
の
増
加
が
、
こ
の
年
齢
層
の
女
性
就
業

者
を
増
加
さ
せ
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

　

一
九
九
七
年
に
六
〇
・
一
％
で
あ
っ
た
大

学
進
学
率
（
短
大
を
含
む
）
は
、
二
〇
〇
八

年
に
八
三
・
八
％
ま
で
上
昇
し
、
こ
れ
に
応

じ
て
二
三
歳
以
下
の
女
性
の
就
業
率
が
大
幅

に
低
下
し
た
。
三
三
～
三
八
歳
の
年
齢
層
の

女
性
就
業
者
は
絶
対
数
が
減
少
し
、
全
女
性

就
業
者
に
占
め
る
比
率
も
低
下
し
た
。
こ
の

年
齢
層
の
就
業
率
の
停
滞
は
仕
事
と
家
庭
の

両
立
の
た
め
の
政
策
的
努
力
が
期
待
し
た
ほ

ど
の
効
果
を
上
げ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

　

人
口
の
高
齢
化
に
伴
い
、
四
〇
歳
以
上
の

女
性
就
業
者
が
大
幅
に
増
加
し
た
。
二
〇
一

二
年
に
は
女
性
就
業
者
に
占
め
る
四
〇
歳
以

上
の
割
合
が
五
九
・
五
％
（
賃
金
労
働
者
で

は
四
九
・
九
％
）
に
達
し
た
。
四
〇
歳
以
上

の
女
性
が
就
業
で
き
る
職
場
の
大
部
分
は
零

細
事
業
所
の
非
正
規
雇
用
で
あ
り
、
低
賃
金

と
劣
悪
な
労
働
環
境
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
。

　

学
歴
別
に
女
性
の
就
業
率
を
み
る
と
、
短

大
卒
以
上
の
女
性
の
就
業
率
が
も
っ
と
も
高

く
、
次
い
で
四
年
制
大
卒
以
上
、
高
卒
、
中

卒
以
下
の
順
と
な
っ
て
い
る
。
短
大
卒
及
び

大
卒
以
上
の
高
学
歴
女
性
の
就
業
率
は
、
二

〇
歳
代
中
後
半
に
七
〇
％
に
達
す
る
高
い
値

を
示
し
、
三
〇
～
三
四
歳
に
急
落
す
る
形
状

を
示
す
。
こ
れ
は
高
学
歴
女
性
の
キ
ャ
リ
ア

ブ
レ
ー
ク
問
題
が
非
常
に
深
刻
な
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

　

短
大
卒
女
性
と
四
年
制
大
卒
以
上
の
女
性

を
比
較
す
る
と
、
短
大
卒
女
性
の
就
業
率
は

三
〇
歳
代
中
後
半
以
降
再
び
上
昇
す
る
典
型

的
な
Ｍ
字
型
を
示
し
て
い
る
が
、
四
年
制
大

卒
以
上
の
女
性
の
就
業
率
は
三
〇
歳
代
半
ば

以
降
横
ば
い
の
Ｌ
字
型
と
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
四
年
制
大
学
を
卒
業
し
た
高
学
歴
女
性

の
場
合
、
労
働
市
場
再
参
入
の
必
要
性
が
低

か
っ
た
り
、
再
就
業
し
た
く
と
も
適
合
す
る

仕
事
を
見
つ
け
に
く
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。

　

高
学
歴
女
性
の
就
業
率
が
三
〇
歳
代
に
急

落
す
る
原
因
は
、
配
偶
者
も
高
学
歴
者
で
所

得
が
高
い
こ
と
に
よ
り
労
働
市
場
か
ら
離
脱

す
る
配
偶
者
の
所
得
効
果
が
あ
る
。
ま
た
、

子
ど
も
の
養
育
お
よ
び
家
事
負
担
に
よ
る
労

働
市
場
離
脱
が
あ
り
、
こ
れ
を
防
止
す
る
た

め
に
は
、
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
お
よ
び
家

事
と
職
場
の
両
立
の
た
め
の
政
策
強
化
が
必

要
で
あ
る
。
女
性
は
、
職
場
に
お
け
る
昇
進

の
可
能
性
が
低
く
、
人
的
資
本
の
蓄
積
に
よ

る
賃
金
上
昇
効
果
が
少
な
い
た
め
、
労
働
市

場
を
離
脱
す
る
可
能
性
が
高
い
。

正
規
雇
用
と
非
正
規
雇
用

　

二
〇
一
二
年
八
月
の
経
済
活
動
人
口
調
査

の
付
加
調
査
に
よ
る
と
、
非
正
規
雇
用
は
五

九
一
万
一
〇
〇
〇
人（
賃
金
労
働
者
の
三
三
・

三
％
）に
達
し
た
。
こ
の
う
ち
女
性
は
五
三
・

四
％
で
、
女
性
賃
金
労
働
者
に
占
め
る
非
正

規
雇
用
の
割
合
は
四
一
・
五
％
で
あ
っ
た
。

　

女
性
の
非
正
規
雇
用
の
う
ち
、
時
限
的
労

働
者
（
期
間
制
労
働
者
等
）
が
二
二
・
八
％
、

短
時
間
労
働
者
が
一
七
・
四
％
、
非
典
型
労

働
者
（
派
遣
・
下
請
労
働
者
等
）
が
一
四
・

三
％
を
占
め
て
い
る
。

　

非
正
規
雇
用
の
大
部
分
は
零
細
企
業
で
働

い
て
お
り
、
従
業
員
三
〇
〇
人
以
上
の
大
企

業
で
働
く
女
性
の
非
正
規
雇
用
は
四
・
一
％

に
過
ぎ
な
い
。

　

学
歴
別
・
企
業
規
模
別
に
み
る
と
、
四
年

制
大
卒
以
上
の
高
学
歴
女
性
の
二
九
・
八
％

が
非
正
規
雇
用
で
あ
る
。
従
業
員
三
〇
〇
人

以
上
の
大
企
業
で
働
く
四
年
制
大
卒
以
上
の

女
性
賃
金
労
働
者
の
う
ち
、
一
八
・
五
％
を

非
正
規
雇
用
が
占
め
て
お
り
、
企
業
規
模
が

小
さ
い
ほ
ど
非
正
規
雇
用
比
率
が
高
い
。
二

〇
〇
〇
年
代
に
入
り
高
賃
金
・
高
学
歴
の
専

門
職
が
増
加
す
る
一
方
、
単
純
労
働
が
増
加

し
女
性
労
働
者
の
両
極
化
を
深
刻
化
さ
せ
た
。

　

二
〇
〇
四
～
二
〇
一
二
年
の
間
に
二
一
二

万
四
〇
〇
〇
人
の
女
性
雇
用
が
増
加
し
、
保

健
福
祉
、
事
業
施
設
管
理
お
よ
び
事
業
支
援

サ
ー
ビ
ス
、
専
門
・
科
学
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
、

運
輸
業
等
が
こ
れ
を
主
導
し
た
。
特
に
保
健

お
よ
び
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
業
の
雇
用
が
八

〇
万
九
〇
〇
〇
人
増
加
し
、
雇
用
増
全
体
の

三
八
・
一
％
を
占
め
た
。
政
府
の
財
政
支
出

が
大
き
い
保
健
お
よ
び
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス

業
へ
の
依
存
と
、
そ
の
持
続
可
能
性
が
問
題

と
な
っ
て
い
る
。

韓国報告①

女
性
労
働
市
場
の
現
状
と
評
価

韓
国
労
働
研
究
院
先
任
研
究
員　

ク
ム
・
ジ
ェ
ホ

図　女性の年齢階級別就業率の推移
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資料出所：統計庁、『経済活動人口調査』、各年度
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女
性
雇
用
の
現
状

　

経
済
活
動
人
口
調
査
に
よ
る
と
、
二
〇
一

三
年
一
月
か
ら
八
月
ま
で
の
女
性
労
働
者
の

経
済
活
動
参
加
率
は
五
〇
・
〇
％
で
、
前
年

同
期
比
〇
・
一
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
た
。
女
性

就
業
者
は
正
規
主
導
の
雇
用
増
加
傾
向
が
持

続
し
、
三
〇
歳
代
初
め
お
よ
び
五
〇
歳
以
上

の
中
高
年
層
で
雇
用
が
増
加
し
て
い
る
。
女

性
就
業
者
の
う
ち
五
〇
歳
以
上
の
中
高
年
層

の
占
め
る
比
率
は
三
四
・
七
％
と
前
年
同
期

比
一
・
三
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
た
。
今
後
も
中

高
年
層
の
労
働
市
場
進
出
は
活
発
な
状
況
が

続
く
と
予
想
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
最
近
の
女
性
の
雇
用
増
加
は
、

内
需
を
基
盤
と
す
る
卸
小
売
業
・
飲
食
宿
泊

業
と
保
健
・
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
業
に
偏
っ

て
い
る
。
同
時
に
、
女
性
就
業
者
の
一
〇
人

中
五
人
は
低
熟
練
職
種
に
従
事
し
て
お
り
、

五
〇
歳
以
上
の
中
高
年
層
の
一
〇
人
中
七
人

は
低
熟
練
職
種
に
従
事
し
て
い
る
。

　

経
済
活
動
人
口
労
働
形
態
別
付
加
調
査
に

よ
る
と
、
二
〇
一
三
年
三
月
現
在
、
女
性
労

働
者
は
七
六
一
万
八
〇
〇
〇
人
で
賃
金
労
働

者
全
体
の
四
二
・
九
％
を
占
め
て
い
る
。
こ

の
う
ち
非
正
規
雇
用
は
三
〇
八
万
四
〇
〇
〇

人
（
四
〇
・
五
％
）
で
前
年
同
月
比
三
万
五

〇
〇
〇
人
減
少
し
た
。
女
性
賃
金
労
働
者
の

う
ち
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
は
一
六
・
九
％

で
、
増
加
傾
向
を
示
し
て
い
る
（
表
）。

女
性
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
特
性

　

二
〇
一
三
年
三
月
現
在
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
者
は
一
七
五
万
七
〇
〇
〇
人
で
全
賃
金

労
働
者
の
九
・
九
％
を
占
め
て
お
り
、
そ
の

大
部
分
は
女
性
で
あ
る
。

　

女
性
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
年
齢
別
分

布
を
見
る
と
、
五
〇
歳
以
上
の
中
高
年
層
が

四
二
・
七
％
を
占
め
て
お
り
、特
に
六
〇
歳
以

上
の
年
齢
層
に
お
け
る
増
加
が
顕
著
で
あ
る
。

五
〇
歳
以
上
の
中
高
年
層
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
へ
の
流
入
は
、
人
口
の
高
齢
化
に
伴
い

引
き
続
き
増
加
す
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。

　

女
性
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
も
ま
た
、
卸

小
売
業
、
飲
食
宿
泊
業
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
業

と
サ
ー
ビ
ス
職
、
単
純
労
務
職
に
集
中
し
て

い
る
。
週
三
六
時
間
未
満
の
女
性
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
者
一
二
一
万
三
〇
〇
〇
人
の
う
ち
、

八
二
・
七
％
が
引
き
続
き
パ
ー
ト
と
し
て
働

く
こ
と
を
希
望
し
て
お
り
、
そ
の
大
部
分
は

労
働
市
場
の
社
会
的
弱
者
で
あ
る
五
〇
歳
以

上
の
中
高
年
層
で
あ
る
。

女
性
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の 

労
働
条
件

　

二
〇
一
三
年
三
月
現
在
、
女
性
非
正
規
労

働
者
の
賃
金
水
準
は
全
正
規
労
働
者
の
五

五
・
七
％
で
賃
金
格
差
が
わ
ず
か
に
拡
大
し

た
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
賃
金
水
準
は

正
規
労
働
者
の
五
四
・
六
％
で
賃
金
格
差
は

縮
小
し
て
い
る
が
、
卸
小
売
・
飲
食
宿
泊
業

に
従
事
す
る
女
性
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の

賃
金
水
準
は
全
正
規
労
働
者
の
四
〇
・
八
％

で
、
前
年
同
期
の
四
五
・
一
％
よ
り
さ
ら
に

格
差
が
拡
大
し
た
。

　

全
賃
金
労
働
者
に
占
め
る
低
賃
金
労
働
者

（
中
位
賃
金
の
三
分
の
二
未
満
の
者
）
の
比

率
は
二
五
・
一
％
で
あ
り
、
女
性
の
低
賃
金

労
働
者
比
率
は
三
八
・
三
％
と
男
性
よ
り
倍

以
上
高
い
。
非
正
規
労
働
者
の
低
賃
金
比
率

は
四
三
・
六
％
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の

低
賃
金
比
率
は
六
〇
・
八
％
と
相
当
高
い
。

特
に
女
性
パ
ー
ト
の
低
賃
金
比
率
は
六
一
・

九
％
で
男
性
よ
り
も
高
い
。
女
性
パ
ー
ト
の

半
分
近
く
を
占
め
る
五
〇
歳
以
上
の
中
高
年

層
の
低
賃
金
比
率
は
六
九
・
一
％
で
、
一
〇

人
中
七
人
が
低
賃
金
で
働
い
て
い
る
。

　

全
女
性
労
働
者
の
一
七
・
四
％
が
法
定
最

低
賃
金
（
時
間
当
た
り
賃
金
ベ
ー
ス
）
以
下

で
働
い
て
お
り
、
そ
の
比
率
は
前
年
同
月
比

二
・
八
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
た
。特
に
女
性
パ
ー

ト
の
う
ち
最
低
賃
金
以
下
で
働
い
て
い
る
比

率
は
三
六
・
五
％
と
前
年
同
月
比
九
・
一
ポ

イ
ン
ト
も
上
昇
し
た
。

　

一
方
、
女
性
パ
ー
ト
の
国
民
年
金
加
入
率

と
健
康
保
険
加
入
率
は
二
〇
一
三
年
三
月
現

在
、
そ
れ
ぞ
れ
一
五
・
五
％
、
一
八
・
七
％

と
増
加
傾
向
に
あ
る
が
、
全
正
規
労
働
者
の

八
一
・
三
％
、
八
三
・
二
％
、
女
性
非
正
規

労
働
者
の
三
九
・
一
％
、
四
三
・
〇
％
に
比

べ
て
非
常
に
低
い
水
準
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
女
性
パ
ー
ト
の
雇
用
保
険
加
入
率
は

一
七
・
九
％
で
前
年
同
月
比
減
少
し
た
。
退

職
金
の
有
無
や
有
給
休
暇
の
有
無
等
の
様
々

な
指
標
等
を
み
る
と
、
女
性
パ
ー
ト
の
福
祉

水
準
は
非
常
に
低
い
。

韓国報告②

女
性
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
特
性
と
仕
事
の
質

韓
国
労
働
研
究
院
責
任
研
究
員　

キ
ム
・
ボ
ク
ス
ン

表　女性労働者の雇用形態別分布
（単位：千人、％）

2007.３ 2008.３ 2009.３ 2010.３ 2011.３ 2012.３ 201３.３

賃金労働者 6,625 6,756 6,768 7,075 7,240 7,499 7,618

正規雇用 ３,820 ３,962 4,020 4,1３2 4,218 4,３79 4,5３4

非正規雇用 2,805 2,794 2,748 2,94３ ３,021 ３,119 ３,084

　  　（比率） 42.３ 41.4 40.6 41.6 41.7 41.6 40.5

非
正
規
雇
用
形
態

時限的労働 25.4 22.8 22.8 2３.4 2３.5 2３.5 22.6

　期間制労働 17.4 15.0 17.5 17.4 17.３ 17.7 17.4

　契約反復更新 ３.３ 1.３ 0.３ 1.9 2.7 2.4 1.7

　継続勤務期待 4.7 6.5 5.0 4.1 ３.5 ３.5 ３.6

非典型労働 16.1 15.7 15.6 14.6 15.6 14.7 14.0

　派遣労働 1.4 1.2 1.1 1.5 1.6 1.4 1.5

　サービス労働 ３.5 ３.6 ３.8 ３.３ ３.8 4.0 4.0

　特殊雇用 6.３ 5.9 6.３ 5.7 5.5 5.2 4.8

　在宅労働 2.1 1.6 0.9 0.8 1.0 0.9 0.8

　一日短期労働 4.9 4.7 4.4 4.0 4.３ ３.9 ３.4

パートタイム労働 12.5 1３.5 1３.9 15.9 14.9 16.4 16.9

　（男性パートタイム） 4.4 4.2 4.0 4.2 4.6 4.7 4.7

注： 時限的労働は、労働契約期間を定めた労働者または定めていないが契約の反復更新によ
り継続して仕事ができる労働者および非自発的理由により継続勤務を期待できない労働
者と定義される。
非典型労働は、派遣労働者、サービス労働者、特殊形態労働従事者、家庭内（在宅、家内）
労働者、日雇い（短期）労働者と定義される。

資料出所：統計庁、「経済活動人口調査付加調査（201３年３月）」
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海外労働事情

女
性
就
業
の
現
状
と
特
徴

　

二
〇
一
一
年
の
中
国
の
就
業
者
数
は
七
億

五
八
〇
〇
万
人
で
、
そ
の
う
ち
女
性
は
三
億

三
七
〇
〇
万
人
と
四
四
・
八
％
を
占
め
た
。

女
性
の
労
働
参
加
率
は
六
三
・
七
％
で
、
二

〇
〇
〇
年
の
七
一
・
五
％
よ
り
七
・
八
ポ
イ

ン
ト
低
下
し
、男
性
の
労
働
参
加
率
（
七
八
・

二
％
）
よ
り
一
四
・
五
ポ
イ
ン
ト
低
か
っ
た
。

二
〇
一
〇
年
の
女
性
（
一
八
～
六
四
歳
）
の

就
業
率
は
七
一
・
一
％
で
、
都
市
が
六
〇
・

八
％
、
農
村
が
八
二
・
〇
％
で
あ
っ
た
。
女

性
就
業
者
の
割
合
は
、第
一
次
産
業
が
四
五
・

三
％
、
第
二
次
産
業
が
一
四
・
五
％
、
第
三

次
産
業
が
四
〇
・
二
％
と
な
っ
て
い
る
。

　

二
〇
一
一
年
の
女
性
就
業
者
の
産
業
分
布

は
、
主
に
製
造
業
（
二
二
・
四
％
）、
卸
売
・

小
売
業
（
一
八
・
四
％
）、
農
・
林
・
畜
産
・

漁
業
（
一
五
・
六
％
）
に
集
中
し
、教
育
（
五
・

五
％
）、
情
報
伝
達
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
・
情

報
技
術
サ
ー

ビ
ス
業（
五
・

五
％
）、
宿

泊
・
飲
食
業

（
五
％
）、

公
共
管
理
・

社
会
保
障
・

社
会
組
織

（
四
・
六
％
）

が
こ
れ
に
続

い
た
。

　

二
〇
一
〇

年
の
女
性

（
一
八
～
六

四
歳
）
の
平

均
就
学
期
間

は
八
・
八
年

と
二
〇
〇
〇

年
よ
り
二
・

七
年
長
く
、

男
女
格
差
は

一
〇
年
前
の

一
・
五
年
に

比
べ
て
〇
・
三
年
縮
ま
っ
た
。
女
性
の
う
ち

高
校
以
上
の
教
育
を
受
け
た
者
は
三
三
・

七
％
を
占
め
、
都
市
が
五
四
・
二
％
、
農
村

が
一
八
・
二
％
で
あ
っ
た
。
中
・
西
部
の
農

村
女
性
の
割
合
は
一
〇
・
〇
％
で
、
同
地
域

の
農
村
男
性
よ
り
四
・
六
ポ
イ
ン
ト
低
か
っ

た
。

　

二
〇
一
〇
年
の
都
市
と
農
村
の
女
性
就
業

者
の
年
間
平
均
労
働
所
得
は
、
そ
れ
ぞ
れ
男

性
の
六
七
・
三
％
と
五
六
・
〇
％
の
水
準
で

あ
っ
た
。
女
性
の
う
ち
、
社
会
年
金
保
障
を

受
け
て
い
る
割
合
は
非
農
業
戸
籍
が
七
三
・

三
％
、
農
業
戸
籍
が
三
一
・
一
％
、
社
会
医

療
保
障
を
受
け
て
い
る
割
合
は
非
農
業
戸
籍

が
八
七
・
六
％
、
農
業
戸
籍
が
九
五
・
〇
％

で
あ
っ
た
。

女
性
の
就
業
を
促
す
法
律

　

中
国
の
憲
法
、
労
働
法
、
女
性
権
益
保
障

法
、
就
業
促
進
法
は
、
女
性
の
平
等
な
就
業

権
利
の
保
障
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
男
女

が
平
等
の
労
働
権
を
持
て
る
よ
う
保
護
し
、

就
業
上
の
性
差
別
を
排
除
し
、
男
女
の
同
一

労
働
同
一
賃
金
を
実
践
し
て
い
る
。

　

女
性
従
業
者
保
護
条
例
は
、
女
性
の
労
働

に
適
し
た
仕
事
で
あ
れ
ば
、
女
性
の
募
集
・

採
用
を
拒
否
し
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
し
て

い
る
。
労
働
契
約
法
は
、
女
性
労
働
者
が
妊

娠
期
間
、
授
乳
期
間
に
あ
る
場
合
、
雇
用
主

は
労
働
契
約
を
解
除
し
て
は
な
ら
な
い
と
定

め
て
い
る
。

女
性
就
業
の
主
な
課
題

　

二
〇
一
二
年
度
の
大
卒
女
性
の
就
職
率
は

男
性
よ
り
一
〇
ポ
イ
ン
ト
以
上
低
く
、
就
職

難
に
直
面
し
て
い
る
。
大
卒
者
と
高
等
職
業

学
校
・
高
等
専
門
学
校
卒
業
者
の
月
平
均
給

与
（
二
〇
一
〇
年
二
月
末
時
点
）
は
、
男
性

よ
り
女
性
が
そ
れ
ぞ
れ
三
六
一
元
、
三
三
二

元
低
く
、
男
女
格
差
が
大
き
い
。
大
学
卒
業

半
年
後
の
月
平
均
給
与
は
、
女
性
が
二
三
〇

〇
元
、
男
性
が
二
六
一
六
元
で
、
女
性
は
男

性
の
八
七
・
九
％
の
水
準
で
あ
っ
た
。
女
性

卒
業
生
の
専
門
性
が
活
か
さ
れ
て
い
る
割
合

は
、
大
卒
者
が
六
一
％
、
高
等
職
業
学
校
・

高
等
専
門
学
校
卒
業
者
が
五
九
％
と
、
男
性

よ
り
そ
れ
ぞ
れ
一
二
ポ
イ
ン
ト
、
一
一
ポ
イ

ン
ト
低
か
っ
た
。

　

こ
こ
数
年
、
中
国
で
は
女
性
の
出
稼
ぎ
労

働
者
が
増
加
し
続
け
て
い
る
。
労
働
組
合
が

あ
る
組
織
で
働
く
女
性
の
出
稼
ぎ
労
働
者

（
二
〇
一
〇
年
九
月
末
時
点
）
は
三
四
二
〇

万
人
に
達
し
、
全
国
の
出
稼
ぎ
労
働
者
の
三

六
・
一
％
、
女
性
従
業
者
数
の
三
六
・
八
％

を
占
め
て
い
る
。

　

女
性
の
出
稼
ぎ
労
働
者
は
同
郷
者
の
紹
介

や
自
分
で
仕
事
を
探
す
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
、

非
正
規
就
業
の
割
合
が
高
い
。
就
業
情
報
の

不
足
は
農
村
女
性
就
業
者
全
体
に
及
ぶ
課
題

と
な
っ
て
い
る
。

　

女
性
の
出
稼
ぎ
労
働
者
で
初
等
ま
た
は
中

等
職
業
技
術
教
育
を
受
け
た
者
は
非
常
に
少

な
く
、
専
門
技
能
訓
練
を
基
本
的
に
受
け
た

こ
と
が
な
い
者
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
二
〇

一
一
年
に
学
歴
が
中
卒
以
下
の
男
性
労
働
者

は
六
八
・
二
％
で
あ
り
、
女
性
は
七
三
・
〇
％

で
あ
っ
た
（
表
）。
女
性
は
男
性
よ
り
就
業

能
力
や
就
業
レ
ベ
ル
が
全
体
的
に
低
く
、
主

に
レ
ス
ト
ラ
ン
、
掃
除
、
家
事
代
行
サ
ー
ビ

ス
、
服
装
加
工
な
ど
の
専
門
技
能
を
必
要
と

し
な
い
肉
体
労
働
に
従
事
し
て
い
る
。
労
働

報
酬
や
社
会
保
障
レ
ベ
ル
も
こ
れ
に
応
じ
て

低
く
、
女
性
は
家
庭
と
仕
事
の
二
重
の
負
担

を
背
負
っ
て
い
る
。

中国報告①

中
国
の
女
性
就
業
に
関
す
る
現
状
と
対
策

中
国
労
働
保
障
科
学
研
究
院
院
長
　
劉　

燕
斌

表　2007年～2011年全国の就業者の男女別学歴構成（％）
2007 2008 2009 2010 2011

男性 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

未就学者 ３.4 ３.0 2.8 1.9 1.0

小学校 25.0 24.３ 2３.0 20.9 16.9

中学校 50.2 50.9 51.6 51.2 50.３

高校 14.３ 14.5 14.7 15.6 18.6

高等専門学校 4.6 4.5 4.9 6.1 7.7

大学 2.３ 2.5 2.7 ３.8 5.1

大学院 0.2 0.３ 0.３ 0.4 0.5

女性 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

未就学者 9.0 8.0 7.1 5.2 ３.2

小学校 ３2.2 ３1.6 ３0.2 27.6 2３.1

中学校 42.9 44.1 45.３ 45.8 46.7

高校 9.8 10.1 10.5 11.7 14.３

高等専門学校 4.0 4.0 4.5 5.8 7.6

大学 1.9 2.0 2.３ ３.6 4.7

大学院 0.1 0.2 0.2 0.３ 0.4

資料出所：『中国労働統計年鑑』
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海外労働事情

女
性
の
就
業
権
益
保
護
対
策

　

女
性
の
就
業
権
益
を
保
護
す
る
た
め
、
反

就
業
差
別
法
を
制
定
し
、
男
女
の
均
等
な
就

業
機
会
を
保
障
す
る
と
と
も
に
、
労
働
市
場

監
督
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
。

女
性
の
就
業
を
促
す
職
業
指
導
、
職
業
訓
練
、

職
業
能
力
研
修
や
税
金
減
免
な
ど
の
具
体
的

な
措
置
を
実
施
す
る
。
労
働
市
場
や
就
業
環

境
を
改
善
し
、
女
性
の
積
極
的
な
起
業
を
支

援
す
る
。
女
性
就
業
に
適
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ

ル
な
時
間
給
制
度
や
雇
用
制
度
を
導
入
し
、

管
理
を
ル
ー
ル
化
す
る
。

　

女
性
の
進
学
率
を
さ
ら
に
引
き
上
げ
る
た

め
、
困
窮
家
庭
の
女
性
に
対
す
る
学
費
の
減

免
・
徴
収
猶
予
制
度
な
ど
の
特
別
優
遇
政
策

を
実
施
す
る
。
女
性
に
対
す
る
職
業
教
育
と

職
業
研
修
を
強
化
し
、
女
性
の
人
的
資
源
を

十
分
に
開
発
・
利
用
す
る
。

　

高
等
・
中
等
専
門
学
校
で
は
専
門
的
・
技

術
的
科
目
の
ほ
か
、
国
の
就
業
政
策
や
女
性

の
平
等
な
就
業
を
促
進
し
、
女
性
の
法
的
権

益
を
保
護
す
る
法
律
・
法
規
を
女
子
学
生
に

教
え
、
女
子
学
生
が
職
業
生
涯
計
画
を
立
て

て
、
求
職
の
準
備
が
で
き
る
よ
う
指
導
す
る
。

各
レ
ベ
ル
の
さ
ま
ざ
ま
な
教
育
研
修
機
構
を

利
用
し
、
女
性
に
無
料
ま
た
は
低
料
金
の
就

業
技
能
訓
練
や
知
識
向
上
サ
ー
ビ
ス
を
幅
広

く
提
供
す
る
。

　

女
性
に
対
す
る
労
働
安
全
衛
生
研
修
を
強

化
す
る
。
労
働
契
約
制
度
と
平
等
協
議
制
度
、

労
働
争
議
の
調
停
・
仲
裁
・
訴
訟
制
度
、
労

働
組
合
の
法
律
援
助
の
仕
組
み
を
整
備
し
、

社
会
的
な
対
話
ル
ー
ト
を
拡
大
す
る
。
団
体

交
渉
・
定
期
昇
給
・
支
給
保
障
の
仕
組
み
や

社
会
保
障
制
度
を
整
備
し
、
女
性
の
就
業
の

質
の
向
上
と
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
を
推

進
す
る
。

女
性
の
労
働
参
加
率
の
状
況
と
特
徴

　

第
六
回
国
勢
調
査
結
果
に
よ
る
と
、
二
〇

一
〇
年
の
一
六
歳
以
上
の
労
働
参
加
率
（
生

産
年
齢
人
口
に
占
め
る
経
済
活
動
人
口
の
割

合
）
は
七
一
・
〇
％
で
あ
っ
た
。
女
性
の
労

働
参
加
率
は
六
三
・
七
％
で
男
性
（
七
八
・

二
％
）
よ
り
一
四
・
五
ポ
イ
ン
ト
低
か
っ
た
。

女
性
の
労
働
参
加
率
は
下
降
傾
向
を
示
し
て

お
り
、
二
〇
〇
〇
年
よ
り
七
・
八
ポ
イ
ン
ト
、

一
九
九
〇
年
よ
り
一
一
・
三
ポ
イ
ン
ト
そ
れ

ぞ
れ
低
下
し
た
（
表
）。

　

年
齢
階
級

別
に
み
る
と
、

女
性
の
労
働

参
加
率
が
高

い
の
は
四
〇

～
四
四
歳

（
八
四
・

八
％
）
お
よ

び
三
五
～
三

九
歳（
八
四
・

四
％
）
の
年

齢
層
で
あ
り
、

低
い
の
は
一

六
～
一
九
歳

（
三
二
・

〇
％
）
の
年

齢
層
で
あ
っ

た
。
一
六
～

一
九
歳
お
よ

び
二
〇
～
二

四
歳
の
年
齢

層
の
女
性
の
労
働
参
加
率
は
、
一
九
九
〇
年
、

二
〇
〇
〇
年
に
比
べ
て
大
幅
に
低
下
し
て
い

る
。
こ
れ
は
主
に
、
教
育
事
業
の
成
長
、
女

性
の
中
等
・
高
等
教
育
入
学
率
の
増
加
、
技

術
進
歩
に
よ
る
高
技
能
労
働
力
へ
の
需
要
、

高
学
歴
者
の
高
い
給
与
収
入
な
ど
に
よ
り
、

女
性
の
就
業
年
齢
が
高
く
な
り
、
若
い
女
性

の
労
働
参
加
率
が
低
下
し
た
こ
と
に
よ
る
。

　

二
〇
一
〇
年
の
女
性
の
労
働
参
加
率
を
都

市
と
農
村
に
分
け
て
み
る
と
、
全
体
お
よ
び

す
べ
て
の
年
齢
階
級
で
農
村
の
労
働
参
加
率

が
都
市
よ
り
も
高
い
。
農
村
全
体
の
女
性
の

労
働
参
加
率
は
七
二
・
二
％
で
、
都
市
全
体

よ
り
一
六
・
七
ポ
イ
ン
ト
高
い
。
五
五
～
五

九
歳
の
年
齢
層
は
、
都
市
と
農
村
の
女
性
労

働
参
加
率
の
差
が
も
っ
と
も
大
き
く
、
農
村

の
女
性
労
働
参
加
率
は
七
六
・
〇
％
で
都
市

よ
り
四
八
・
九
ポ
イ
ン
ト
高
い
。

　

女
性
の
労
働
参
加
率
を
地
域
別
に
み
る
と
、

上
位
三
位
は
雲
南
省
（
七
二
・
八
％
）、
広

西
チ
ワ
ン
族
自
治
区（
七
四
・
六
％
）、チ
ベ
ッ

ト
自
治
区
（
七
一
・
〇
％
）
で
、
い
ず
れ
も

西
部
の
省
・
市
で
あ
っ
た
。
女
性
の
労
働
参

加
率
が
低
か
っ
た
の
は
北
京
市
（
五
二
・

〇
％
）、
山
西
省
（
五
一
・
〇
％
）、
天
津
市

（
四
六
・
九
％
）
の
三
省
・
市
で
あ
っ
た
。

女
性
の
労
働
参
加
率
の 

変
化
要
因
に
関
す
る
分
析

　

改
革
開
放
の
初
期
に
は
、
高
度
経
済
成
長

に
伴
い
労
働
参
加
率
も
急
上
昇
し
た
。
し
か

し
、
九
〇
年
代
末
期
の
都
市
部
に
お
け
る
企

業
の
大
規
模
な
リ
ス
ト
ラ
に
よ
り
、
全
体
の

労
働
参
加
率
が
低
下
し
、
女
性
の
労
働
参
加

率
も
自
然
と
低
下
し
た
。
高
齢
化
が
急
速
に

進
展
し
、六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
人
口
は
八
・

九
％
に
達
し
た
。
二
〇
一
〇
年
の
女
性
を
一

〇
〇
と
す
る
男
性
の
出
生
人
口
比
は
一
〇

五
・
二
と
依
然
高
く
、
労
働
参
加
率
の
変
化

を
招
く
主
な
要
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

　

全
国
の
都
市
人
口
は
二
〇
一
〇
年
に
六
億

六
六
〇
〇
万
人
に
達
し
、
総
人
口
に
占
め
る

割
合
は
四
九
・
七
％
と
二
〇
〇
〇
年
よ
り
一

三
・
五
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
た
。
こ
こ
一
〇
年

で
都
市
化
の
進
展
が
加
速
し
、
工
業
化
と
近

代
化
の
レ
ベ
ル
が
向
上
し
続
け
て
い
る
。

　

国
の
義
務
教
育
に
関
す
る
補
助
政
策
は
農

村
女
子
の
入
学
率
を
引
き
上
げ
た
。
学
校
で

は
一
般
的
に
女
子
学
生
は
真
面
目
で
試
験
の

点
数
が
高
く
、
よ
り
長
期
間
教
育
を
受
け
た

い
と
望
む
こ
と
か
ら
、
女
性
の
労
働
参
加
率

が
低
下
す
る
。

　

結
婚
、
出
産
、
育
児
期
に
は
、
妊
娠
や
授

乳
、
子
供
の
世
話
、
家
事
労
働
に
よ
り
労
働

社
会
か
ら
離
れ
て
い
く
女
性
が
多
い
。
労
働

市
場
で
の
性
差
別
も
、
女
性
の
労
働
参
加
や

社
会
的
分
業
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

　

一
週
間
の
労
働
時
間
が
四
八
時
間
以
上
の

女
性
の
割
合
は
三
四
・
三
％
と
男
性
よ
り
七
・

三
ポ
イ
ン
ト
低
い
。
一
週
間
の
労
働
時
間
が

四
〇
時
間
未
満
の
女
性
（
二
二
・
八
％
）
の

割
合
は
男
性
（
一
五
・
〇
％
）
よ
り
七
・
八

ポ
イ
ン
ト
高
い
。
女
性
が
家
事
労
働
に
費
や

す
時
間
は
一
日
あ
た
り
平
均
四
・
二
時
間
で
、

男
性
が
家
事
労
働
に
従
事
す
る
時
間
（
二
・

〇
時
間
）
の
二
倍
以
上
で
あ
る
。

女
性
労
働
参
加
率
の
変
化
が 

就
業
に
お
よ
ぼ
す
影
響

　

女
性
の
労
働
参
加
率
に
は
主
に
給
与
収
入

と
余
暇
に
対
す
る
潜
在
的
な
女
性
労
働
者
個

中国報告②

中
国
の
女
性
労
働
参
加
率
の
変
化
と 

就
業
に
お
よ
ぼ
す
影
響

人
力
資
源
・
社
会
保
障
部 

労
働
科
学
研
究
所 

就
業
・
人
力
資
源
市
場
研
究
室
　
曹　

佳

表  労働参加率の推移（単位：％）

1990年 1995年 2000年 2005年 2010年

合計 81.5 81.0 78.0 72.6 71.0 

男性 87.4 85.1 84.３ 79.8 78.2 

女性 75.0 72.３ 71.5 65.３ 6３.7 

資料出所：国勢調査データ及び『人口統計年鑑』
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人
の
選
択
や
好
み
が
反
映
さ
れ
て
お
り
、
中

国
の
給
与
や
福
利
政
策
、
教
育
、
社
会
保
障

な
ど
の
成
長
の
度
合
い
が
日
々
成
熟
し
て
い

る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

　

二
〇
一
〇
年
の
若
い
女
性
の
労
働
参
加
率

は
二
〇
〇
〇
年
に
比
べ
て
低
下
し
た
。
こ
れ

は
若
い
女
性
の
教
育
や
研
修
レ
ベ
ル
が
向
上

し
、
労
働
に
参
加
す
る
年
齢
が
高
く
な
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
他
方
で
、
女
性
労
働

者
の
労
働
報
酬
に
対
す
る
期
待
が
高
ま
り
、

労
働
コ
ス
ト
の
上
昇
を
招
い
て
い
る
。
ま
た
、

労
働
者
の
就
業
意
識
や
職
業
選
択
の
方
法
、

職
業
へ
の
期
待
な
ど
が
変
化
し
て
い
る
。
中

卒
女
性
の
労
働
参
加
率
が
も
っ
と
も
高
く
、

高
等
教
育
を
受
け
た
女
性
は
職
場
に
対
す
る

期
待
と
実
際
の
職
場
の
不
一
致
や
経
済
環
境

の
影
響
に
よ
り
労
働
参
加
率
が
低
く
な
っ
て

い
る
。

　

農
村
女
性
の
労
働
参
加
率
は
都
市
の
女
性

よ
り
明
ら
か
に
高
く
、
し
か
も
農
村
の
若
い

女
性
が
労
働
市
場
に
参
加
す
る
年
齢
は
都
市

の
若
い
女
性
よ
り
も
低
い
。
彼
女
ら
は
「
新

世
代
の
出
稼
ぎ
労
働
者
」
で
あ
り
、
一
世
代

前
の
出
稼
ぎ
労
働
者
よ
り
も
学
歴
が
高
い
。

求
職
や
生
活
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
発
達
し
て

い
る
が
、
就
業
の
質
は
低
く
、
職
業
選
択
機

会
が
少
な
い
な
ど
の
課
題
に
直
面
し
て
い
る
。

　

西
部
の
省
で
は
女
性
の
労
働
参
加
率
が

も
っ
と
も
高
い
。
こ
れ
は
現
在
中
国
が
経
済

成
長
や
構
造
転
換
の
時
期
に
あ
る
と
い
う
特

徴
に
関
係
し
て
い
る
。

第
六
回
国
勢
調
査
結
果
に
基
づ
く

政
策
提
言

　

教
育
事
業
を
大
い
に
発
展
さ
せ
、
人
的
資

源
開
発
戦
略
を
統
一
的
に
計
画
・
実
行
す
る

必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
中
等
・
高
等
専

門
教
育
や
女
性
の
職
業
教
育
の
発
展
を
促
進

し
、
資
質
の
低
い
労
働
者
の
転
職
教
育
や
研

修
を
強
化
す
る
。
年
齢
層
や
学
歴
別
の
職
業

訓
練
や
雇
用
サ
ー
ビ
ス
を
統
一
的
に
計
画
し
、

職
業
教
育
と
職
場
の
需
要
を
連
動
さ
せ
る
メ

カ
ニ
ズ
ム
を
構
築
し
、
経
済
成
長
の
需
要
に

適
応
さ
せ
る
。

　

各
級
政
府
は
女
性
に
対
す
る
就
業
政
策
を

積
極
的
に
推
進
し
て
就
業
が
困
難
な
女
性
に

扶
助
を
提
供
し
、
都
市
の
女
性
労
働
参
加
率

を
引
き
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。
農
村
の
女
性

労
働
力
を
非
農
業
分
野
に
転
換
さ
せ
る
た
め

の
環
境
を
整
備
し
、
技
能
の
低
い
女
性
労
働

者
の
就
業
意
識
を
変
え
る
手
助
け
を
し
て
、

女
性
の
労
働
参
加
率
を
引
き
上
げ
る
。

　

段
階
的
な
産
業
移
転
の
必
要
性
に
伴
い
、

製
造
業
の
企
業
や
工
場
の
多
く
が
中
・
西
部

地
区
に
移
転
し
た
。
こ
う
し
た
地
域
に
は
中

高
年
の
女
性
労
働
者
が
多
く
、
彼
女
ら
の
労

働
力
を
十
分
に
開
発
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

農
村
の
社
会
保
障
体
系
を
よ
り
一
層
整
備

す
る
必
要
が
あ
る
。
新
し
い
農
村
社
会
年
金

保
険
制
度
に
対
す
る
政
府
の
財
政
投
資
を
さ

ら
に
拡
大
し
、
政
府
財
政
補
助
の
仕
組
み
を

構
築
・
整
備
す
る
。

　

五
〇
～
六
九
歳
の
年
齢
層
で
は
、
都
市
と

農
村
の
女
性
労
働
参
加
率
の
差
が
三
〇
ポ
イ

ン
ト
あ
る
。
こ
れ
は
、
主
に
都
市
の
女
性
が

一
般
的
に
五
〇
～
五
五
歳
で
定
年
退
職
す
る

こ
と
に
よ
る
。
日
増
し
に
深
刻
化
す
る
年
金

負
担
を
緩
和
す
る
た
め
、
都
市
の
女
性
就
業

者
の
退
職
年
齢
を
適
宜
検
討
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
。
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